
船舶インシデント調査報告書 

平成３１年１月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成３０年６月２４日 ０９時００分ごろ 

発生場所 山口県上関
かみのせき

町祝
いわい

島北方沖 

 周防
す お う

牛島灯標から真方位２９４°２.２海里付近 

 （概位 北緯３３°５３.２′ 東経１３１°５８.６′） 

インシデントの概要  作業船太
たい

幸
こう

丸は、東進中、主機の運転ができなくなり、運航不能と

なった。 

インシデント調査の経過 平成３０年７月６日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

作業船 太幸丸、１９トン 

 ２８１－４１１０５岡山、株式会社ＮＡＶＴＥＣ 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

甲板員、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 インシデントの経過等  本船は、船長ほか甲板員１人が乗り組み、主機を回転数毎分約 

１,３００とし、約１６ノットの対地速力で、岡山県倉敷市水島港に

向けて祝島北方沖を東進していた。 

甲板員は、船橋当直に当たっていたところ、主機が突然停止したこ

とに気付いた。 

 船長は、食堂で休息中、主機が停止したことに気付き、急いで昇橋

し、甲板員と共に機関室に赴いたところ、主機から煙が出ているのを

認めた。 

 船長は、主機の始動を試み、始動できたものの、異音と共に煙突か

ら大量の黒煙が出ているのが見えたので、主機の運転が継続できない

と判断してすぐに停止し、船舶所有会社担当者及び僚船の船長に支援

を要請した。 

 本船は、２１時３０分ごろ来援した僚船にえい
．．

航され、２５日１２

時００分ごろ水島港に帰った。 

 本船は、修理の要請を受けた機関修理会社により修理が行われた。 

 主機は、開放点検の結果、船首側から順に番号が付けられた１番シ

リンダの吸気弁の弁傘部が割損し、割損した弁傘部がシリンダ内で挟

撃されて粉砕され、粉砕された弁傘部により過給機が破損し、ピスト

ン及びシリンダライナが焼損していたことが判明した。 



 船長及び甲板員は、これまでに主機の運転に異状を感じていなかっ

た。 

 機関修理会社は、空気冷却器で発生したドレンが１番シリンダによ

り多く吸入され、燃焼ガスとの化学反応（低温腐食）により、吸気弁

の弁傘部に割損を生じたと推察したが、弁傘部が割損した状況の特定

には至らなかった。 

分析  本船は、祝島北方沖を東進中、主機１番シリンダの吸気弁の弁傘部

に割損を生じたことから、割損した弁傘部がシリンダ内で挟撃されて

粉砕され、粉砕された弁傘部が過給機を破損させて主機の運転ができ

なくなり、運航不能となったものと考えられる。 

 主機１番シリンダの吸気弁は、空気冷却器で発生したドレンが同シ

リンダにより多く吸入され、低温腐食により材質が劣化し、弁傘部に

割損を生じた可能性があると考えられるが、弁傘部に割損を生じた状

況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本インシデントは、本船が、祝島北方沖を東進中、主機１番シリン

ダの吸気弁の弁傘部に割損を生じたため、割損した弁傘部がシリンダ

内で挟撃されて粉砕され、粉砕された弁傘部が過給機を破損させて主

機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・空気冷却器で発生したドレンを適切に排除すること。 

 


